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■
第
15
回
熊
本
県
南
合
同
公
売
会
を

　

開
催
し
ま
す

　
甲
佐
町
で
は
、
水
俣
市
、
上
天
草
市
、

氷
川
町
、
美
里
町
、
御
船
町
、
嘉
島
町
、

山
都
町
、
津
奈
木
町
、
宇
城
市
と
共
同

で
差
押
財
産
の
公
売
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
開
催
日
時

　
11
月
26
日
（
土
）
午
前
８
時
30
分
～

正
午

▼
開
催
場
所

　
宇
城
市
小
川
防
災
拠
点
セ
ン
タ
ー
　

　（
宇
城
市
小
川
町
江
頭
１
０
０
番
地
）

▼
必
要
な
物

・
購
入
代
金
（
現
金
）

・
印
鑑
（
認
印
可
）

・
上
履
き

・
身
分
証
明
書
（
免
許
証
な
ど
）

※
未
成
年
の
場
合
は
、
保
護
者
の
同
意

　
書
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
法
人
の
場

　
合
は
代
表
者
印
、
代
理
人
の
場
合
は

　
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳
し

　
く
は
、
町
税
務
課
ま
で
お
尋
ね
く
だ

　
さ
い
。

■
公
売
会
で
の
注
意
事
項

　
次
の
こ
と
を
確
認
し
、
ご
不
明
な
点

は
あ
ら
か
じ
め
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

・
出
品
物
は
、
未
使
用
品
で
あ
っ
て
も

　
全
て
中
古
品
扱
い
と
な
り
、
保
証
は

　
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
落
札
後
は
い

　
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
返
品
・
返

　
却
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
当
日
ま
で
に
物
品
名
や
見
積
価
格
の

　
変
更
、
ま
た
は
滞
納
税
の
完
納
な
ど

　
に
よ
り
、
出
品
物
の
公
売
を
中
止
す

　
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
出
品
物
を
落
札
さ
れ
た
場
合
、
原
則

　
当
日
の
引
渡
し
と
な
り
ま
す
。
大
型

　
の
出
品
物
に
入
札
す
る
場
合
は
、
事

　
前
に
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
準
備
を
お
願

　
い
し
ま
す
。
な
お
、
出
品
物
は
、
買

　
受
代
金
納
付
時
の
状
態
で
引
渡
し
ま

　
す
の
で
、
品
質
な
ど
に
関
す
る
不
適

　
合
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

※
感
染
症
拡
大
な
ど
に
よ
り
開
催
を
中

　
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
税
務
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

　
　（
内
線
１
１
３
）

福
祉

町福祉課　TEL096－234－1114（ 内線146）

■�

重
い
障
が
い
の
あ
る
人
に
手
当
の

支
給
を
行
っ
て
い
ま
す

　
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
の
福
祉
の

向
上
を
目
的
に
、
精
神
的
、
物
質
的
な

特
別
の
負
担
の
軽
減
の
一
助
と
し
て
手

当
の
支
給
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
所
得

や
障
が
い
の
程
度
な
ど
詳
し
い
要
件
は

町
福
祉
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
特
別
障
害
者
手
当

　
身
体
や
精
神
に
著
し
く
重
度
の
障
が

い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上

の
人
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当

▼
支
給
額

　
２
万
７
３
０
０
円
／
月

●
障
害
児
福
祉
手
当

　
身
体
や
精
神
に
重
度
の
障
が
い
が
あ

り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護

を
必
要
と
す
る
20
歳
未
満
の
人
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
手
当

▼
支
給
額

　
１
万
４
８
５
０
円
／
月

※
障
害
者
支
援
施
設
や
特
別
養
護
老
人

　
ホ
ー
ム
に
入
所
、
病
院
に
入
院

　
（
３
カ
月
以
上
）
な
ど
の
人
は
対
象

　
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
支
給
要
件
な
ど
に

　
つ
い
て
は
下
記
の

　
二
次
元
コ
ー
ド
を

　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■�

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
町
で
は
、
１
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
な

ど
が
急
病
な
ど
の
緊
急
事
態
に
ボ
タ
ン

ひ
と
つ
で
通
報
で
き
、
人
感
セ
ン
サ
ー

を
備
え
た
緊
急
通
報
装
置
の
貸
し
出
し

を
行
っ
て
い
ま
す
。
利
用
料
は
月
額

５
０
０
円
で
す
。

▼
対
象
者

　
本
町
に
お
住
い
の
65
歳
以
上
で
次
の

全
て
に
該
当
す
る
人

・
心
臓
病
な
ど
の
持
病
が
あ
る
人
ま
た

　
は
転
倒
の
危
険
性
が
著
し
く
高
い
人

・
ひ
と
り
暮
ら
し
の
人
、
も
し
く
は
同

　
居
人
が
重
度
の
障
が
い
者
ま
た
は
要

　
介
護
者
で
あ
る
人

■
高
齢
者
等
紙
お
む
つ
券
配
布
事
業

　
甲
佐
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
在

宅
で
常
時
紙
お
む
つ
を
必
要
と
す
る
寝

た
き
り
の
高
齢
者
や
認
知
症
高
齢
者
、

障
が
い
者
、
障
が
い
児
な
ど
に
紙
お
む

つ
券
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

▼
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

・
手
当
や
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す

　
る
こ
と

　
町
福
祉
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

・
紙
お
む
つ
券
に
関
す
る
こ
と
　

　
甲
佐
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
９
２
　

差押財産の公売会を
開 催 し ま す

詳 し く は 町 税 務 課 に お 尋 ね く だ さ い
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町からのお知らせ　【11月】

国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線106）

国
民
年
金

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線104）

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
高
額
な

医
療
費
を
支
払
っ
た
と
き
は
、
「
高
額

療
養
費
制
度
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

支
払
っ
た
医
療
費
の
一
部
払
い
戻
し
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■�

高
額
療
養
費
制
度
と
は

　
高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
同
一
月

（
１
日
か
ら
月
末
ま
で
）
に
か
か
っ
た

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ

た
場
合
、
一
定
の
金
額
（
自
己
負
担
限

度
額
）
を
超
え
た
分
が
後
で
払
い
戻
さ

れ
る
制
度
で
す
。
払
い
戻
し
を
受
け
る

た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

※
入
院
時
の
差
額
ベ
ッ
ド
代
や
食
事
代
、

　
保
険
外
診
療
は
対
象
外
で
す
。

▼
高
額
療
養
費
の
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費
支
給
申

　
請
書

・
医
療
機
関
な
ど
で
発
行
さ
れ
た
医
療

　
費
の
領
収
証
や
支
払
証
明
書
な
ど

・
世
帯
主
名
義
の
預
金
口
座
番
号
な
ど

　
が
分
か
る
も
の

・
世
帯
主
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

　
号
）
が
分
か
る
も
の

■�

自
己
負
担
限
度
額
と
は

　
自
己
負
担
限
度
額
は
、
同
じ
世
帯
内

の
国
保
被
保
険
者
や
世
帯
主
の
年
齢
お

よ
び
所
得
状
況
な
ど
に
よ
り
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
じ
月
内
に
同
じ
医
療
機

関
に
支
払
っ
た
一
部
負
担
金
が
限
度
額

を
超
え
た
と
き
は
、
限
度
額
超
過
分
を

町
へ
申
請
す
る
こ
と
で
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
自
己
負
担
限
度
額
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
町
住
民
生
活
課
保
険
係
ま
で
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

■�

医
療
費
が
高
額
な
と
き
は
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
医
療
費
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
事
前

に
分
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
町
が
発

行
す
る
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
や

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、

窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
で
済
み
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る

と
認
定
証
を
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
　

■�

収
入
な
ど
が
一
定
基
準
額
以
下
の

年
金
受
給
者
を
支
援
し
ま
す

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的

年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準

額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援

す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支

給
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

■
支
援
給
付
金
の
受
給
資
格
対
象
と

　

な
る
要
件

　
受
給
対
象
と
な
る
に
は
、
次
の
要
件

を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
障

害
年
金
な
ど
の
非
課
税
収
入
は
、
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
の
判
定
に
用
い
る

所
得
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

▼
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

・
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

・
同
一
世
帯
の
全
員
が
町
民
税
非
課
税

　
で
あ
る
こ
と

・
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の
所

　
得
額
の
合
計
が
88
万
１
２
０
０
円
以

　
下
で
あ
る
こ
と

▼
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

　
受
給
し
て
い
る
人

・
前
年
の
所
得
額
が
４
７
２
万
１
０
０
０

　
円
以
下
で
あ
る
こ
と

※
給
付
額
は
扶
養
親
族
等
の
数
に
応
じ

　
て
増
額
さ
れ
ま
す
。

■
請
求
手
続
き
に
つ
い
て

▼
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を

　
受
給
で
き
る
人

　
受
給
対
象
と
な
る
人
に
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
請
求
可
能
な
旨
の
お
知
ら

せ
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
同
封
の
ハ
ガ
キ

（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
こ
れ
ま
で
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

　
を
受
給
し
て
い
た
人

　
日
本
年
金
機
構
が
引
き
続
き
支
給
要

件
に
該
当
し
て
い
る
か
確
認
し
、
支
給

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
支
給
金
額
が
変
更
と
な
る
人
に
は

「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
支
給
金
額

改
定
通
知
書
」
が
、
不
該
当
と
な
る
人

に
は
「
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
不
該

当
通
知
書
」
が
そ
れ
ぞ
れ
送
付
さ
れ
て

い
ま
す
。
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

年 金 生 活 者 支 援
給付金制度のご案内

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 へ お 尋 ね く だ さ い

医療費が高額の場合は高額療養
費 制 度 を 活 用 し ま し ょ う

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 へ お 尋 ね く だ さ い
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